
B様/共同住宅オーナー

【業者選定時】Q2

代表・赤嶺

素人目で見ても、明らかに営業担当者のス

キルが足りないと感じます。

資格も持ってないし．．．本当に任せて大

丈夫でしょうか？

塗装工事は非常に大きな買い物です。お客様の大

切な財産を扱う担当者にスキルが無いのは大問題

です。資格が全てとは申しませんが、誠意のある

経験豊富な有資格者は様々な角度から親身になっ

て優れた提案を行ってくれることが多く、工事中

の設計監理・施工管理についてもスムースに行っ

てくれるものです。

因みに、工事の成否は会社の規模や職人の腕では

なく「提案内容の良否」でほぼ決まります。余談

ですが、税込500万以上の工事を請け負うには建設

業法に定めるところの建設業許可を取得しなけれ

ばなりません。建設業許可は「施工会社の資格」

と言えます。

許可取得には一定のハードルが必要となるため、

業者選定時の基準とすべきでしょう。

【A2】

工事の成否は提案内容の良否でほぼ決まります。

建築業許可の有無も業者選定の基準にしましょう。

新しい塗料

じゃね？
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